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官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム 

「サウンディング」 

案件登録様式 

 

■ 記入票    

項目 記入欄 

１．サウンディング情報  

①団体名 滋賀県近江八幡市産業経済部商工労政課 

②事業名 近江八幡市勤労者福祉センターの在り方検討事業 

③本事業の現在の検討ステ

ージ 

1.事業発案 

2.事業化検討 

3.事業者選定 

4.その他（                     ） 

④サウンディングの目的 近江八幡市勤労者福祉センターの幅広い利活用手法及び現状の資産

価値を民間事業者から提示いただき、施設の今後の方向性を決定する

ためにサウンディングを実施する。 

⑤民間事業者に対する質問

事項 

・勤労者福祉センター以外での活用アイデア 

⇒例えば、生涯学習拠点・インキュベーション施設とする場合の市場

ニーズや施設活用の有効性等、施設の今後の方向性を考える上で、

必要となる事項を助言いただきたいです。 

・今後施設を閉鎖した場合の売却価格 

⇒周辺地価等から、現在の近江八幡市勤労者福祉センターの価値を

見出し、売却を行った場合の参考価格（更地にした場合、現状のま

ま）についてご教授いただきたいです。 

・今後施設を継続する場合にかかる修繕費用やランニングコスト 

⇒施設の老朽箇所及びその修繕費用を積算いただき、施設を利用す

るにあたってのランニングコスト、それに基づく効率的な維持管

理方法（包括管理委託等）についてご教授いただきたいです。 

⑥対話を希望する業種 1.設計    2.建設    3.不動産     

4.金融機関    5.維持管理    6.コンサルタント     

7.運営（施設の設置目的を変更する場合、活用が見込まれる運用主体の

例示等） 

8.その他（                      ） 

⑦対話を希望する事業者の

事業展開エリア 

1.全国展開している事業者   2.当該エリア外の事業者  

3.地元事業者     4.その他（          ） 

２．事業概要  

（１）基本情報  

①事業の分野 １.公有財産利活用 ２.都市公園 ３.観光施設  

４.教育・文化関連施設 ５.賃貸住宅・宿舎等  

６.廃棄物処理施設・斎場  
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７.インフラ施設（                   ） 

８.その他（                      ） 

②事業の種類 1.新設    2.建替え    3.改修   4.維持管理・運営 

5.その他（用途変更・売却） 

③想定する事業類型 1.サービス購入型   2.収益型   3.混合型 

4.その他（             ） 

④想定する事業の手法 １.PFI事業（   ）方式 ２.DBO 方式 

３.包括的民間委託 ４.指定管理者制度  

５.コンセッション 6.Park-PFI  

7.土地の賃貸借 8.土地の売却・譲渡 

9.建物の賃貸借 10.建物の売却・譲渡 

11.その他（基本的な活用方針は現状未定です。） 

⑤事業内容 近江八幡市勤労者福祉センター（通称、 アクティ近江八幡）の附属

設備の老朽化が進み、今後大規模な設備の修繕が見込まれる中、修繕費

を投入し引き続き維持管理を継続する施設かを決める段階であること

から、サウンディングを通じて、今後の施設の方向性を検討したい。

尚、アクティ近江八幡は市個別施設計画（第 1 期）では、施設機能の

維持または売却を検討する施設となっている。 

サウンディングの結果や、今後施設維持に係る費用等を総合的に鑑

み、施設の方向性を今後決定する。 

⑥現状及び課題 平成４年の竣工から「勤労者福祉の向上」と「市民の余暇活動の充

実」を施設の設置目的に掲げ運営を行ってきたが、働き方の多様化によ

り、勤労者福祉の在り方が変化していることから、今一度施設の設置目

的を検討する局面に来ている。 

駅前好立地で新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前は年間約

３．５万人の利用者があり、多くの集客が見込める施設ではあるが、施

設利用料へ十分に受益者負担が反映されておらず、指定管理料を除い

た場合は赤字運営となっている。 

⑦前提条件 ・現在の利用者ターゲットは勤労者であるが、その形態は問わない。 

・施設を長期的に運営していく上で必要となるランニングコストを試

算してほしい。 

・建物の建築・設備工事は雇用促進事業団であるが、既に近江八幡市に

譲渡されており、市１００％所有の物件である。 

・適化法についても、厚労省と調整を図れており、勤労者福祉の形態で

使用する必要はない。 

⑧事業スケジュール（予定） 令和４年 施設の方向性を検討 

令和５年 施設の方向性を決定 

（２）対象地  

①所在地（交通情報含む） 滋賀県近江八幡市鷹飼町南４丁目４番５号 

（近江八幡駅から徒歩５分） 

②敷地面積 2,069 ㎡ 
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③土地利用上の制約 〇第１種住居地域、防火地域⇒指定無し、建蔽率⇒60％・容積率⇒

200％  

〇令和６年度より、隣接するいきいきふれあいセンターの利活用手法

が検討されているため、今後現在本施設用の駐車場の移管等が検討さ

れる可能性がある。 

④所有者 近江八幡市 

⑤周辺施設等 2km 圏内に、JR 近江八幡駅、小学校、大規模商業施設、診療所等が

立地 

⑥対象地周辺の環境 京都・大阪へのアクセスも良く、京阪神のベッドタウンとなっている。 

⑦その他 

(上記項目以外の情報、特徴、

留意すべきこと等） 

令和３年度～令和５年度に指定管理者を導入。 

令和６年３月３１日をもって指定管理期間が満了する。 

 

■ 添付資料 

⚫ 位置図 

⚫ 航空写真 

⚫ 施設図面 


